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(54)【発明の名称】 内視鏡用処置具

(57)【要約】
【課題】本発明は、片手でも操作が行え、かつ管腔内へ
の選択的挿入性を向上させた内視鏡用処置具を提供する
ことを目的としたものである。
【解決手段】本発明は、中心軸に対して所定の角度に湾
曲させた湾曲部８を先端近傍に形成した第１シース部材
５を設け、この第１シース部材５内に、上記湾曲部８の
曲げ弾性部よりも硬質の曲げ弾性を有して上記湾曲部８
の内部に進退自在な硬質部Ａを設け、上記第１シース部
材５内に挿通された第２シース部材６を押引き操作して
上記第１シース部材５の湾曲部８の内部で上記硬質部Ａ
を進退させ、上記湾曲部８を湾曲制御するようにした内
視鏡用処置具である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  中心軸に対して所定の角度に湾曲させた
湾曲部が先端近傍に形成されたシースと、
上記シースの湾曲部の先端側に設けられた処置手段と、
上記シース内に挿通され、上記処置手段を操作する操作
ワイヤと、
上記シースの基端部に設けられ、上記操作ワイヤを押引
き操作するための第１の操作手段と、
上記湾曲部の曲げ弾性部よりも硬質の曲げ弾性を有し、
上記シースの湾曲部の内部に進退自在な硬質部材と、
上記シース内に挿通され、上記硬質部材に連結された連
結部材と、
上記シースの基端部に設けられ、上記連結部材を押引き
操作して上記シースの湾曲部の内部で上記連結部材を進
退させるための第２の操作手段と、
を具備したことを特徴とする内視鏡用処置具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は内視鏡下での手技に
用いられる内視鏡用処置具に関する。
【０００２】
【従来の技術】特開平９－１６８５４０号公報において
知られる内視鏡用処置具は図１２に示すように、後端側
コイル９０の先端に先端側シース９１を連結し、この先
端側シース９１の先端にはスリーブ９２を設け、このス
リーブ９２に処置部９３を設ける一方、上記後端側コイ
ル９０に挿通されたアングルワイヤ９４の先端をスリー
ブ９２の外周に連結している。そして、操作部９５にお
ける湾曲操作回転つまみ９６をＱ方向に回転させること
により、ネジ９７がＴ方向に移動し、ネジ９７に接続さ
れているアングルワイヤ９４をｔ方向に引き、アングル
ワイヤ９４が弓状に引張られ、先端側シース９１が湾曲
して先端の処置部９３の向きが選択されるようになって
いる。また、処置部９３は操作部９５に設けた操作スラ
イダ９８によって操作される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】上記従来の内視鏡用処
置具では図１２に示すように先端側シース９１を湾曲し
た時、アングルワイヤ９４が弓の弦のように張り出して
しまい、管腔内を選択的に挿入していく場合にアングル
ワイヤ９４が邪魔となり、挿入しにくいという問題があ
った。また、先端側シース９１を湾曲する操作を行う
時、片手で操作部９５の操作部本体を持ち、もう片方の
手で回転つまみ９６を回して湾曲操作を行なうため、例
えば管腔内へ選択的に挿入していく場合、湾曲をかけた
り、湾曲を戻したりする操作を迅速に行うことが出来
ず、検査の時間が多くかかるという問題があった。ま
た、これらの操作は両手を使わなければ行なうことがで
きないので、操作性が悪かった。
【０００４】本発明は上記事情に着目してなされたもの
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であり、片手でも操作が行え、かつ管腔内への選択的挿
入性を向上させた内視鏡用処置具を提供することを目的
としたものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明は、中心軸に対し
て所定の角度に湾曲させた湾曲部が先端近傍に形成され
たシースと、上記シースの湾曲部の先端側に設けられた
処置手段と、上記シース内に挿通され、上記処置手段を
操作する操作ワイヤと、上記シースの基端部に設けら
れ、上記操作ワイヤを押引き操作するための第１の操作
手段と、上記湾曲部の曲げ弾性部よりも硬質の曲げ弾性
を有し、上記シースの湾曲部の内部に進退自在な硬質部
材と、上記シース内に挿通され、上記硬質部材に連結さ
れた連結部材と、上記シースの基端部に設けられ、上記
連結部材を押引き操作して上記シースの湾曲部の内部で
上記連結部材を進退させるための第２の操作手段と、を
具備したことを特徴とする内視鏡用処置具である。
【０００６】
【発明の実施の形態】（第１の実施形態）図１～図９を
参照して本発明の第１の実施形態に係る内視鏡用処置具
について説明する。本実施形態の内視鏡用処置具は内視
鏡用鉗子に係り、図１はその内視鏡用処置具全体を概略
的に示す外観図である。内視鏡用処置具１は操作部２、
シース部３及び処置部４の部分からなっている。
【０００７】図２に示すように、上記シース部３は外側
の第１シース部材（管部材）５と内側の第２シース部材
（管部材）６との二重管構造のものであり、第１シース
部材５は密巻きコイル部材によって形成されている。第
１シース部材５の後端には第１の操作手段として上記操
作部２が連結されており、また、第１シース部材５の先
端には上記処置部４が連結されている。第１シース部材
５内には第２シース部材６が進退自在に配設されてい
る。
【０００８】上記第２シース部材６は図３に示すような
中空パイプ部材６ａからなる先端側硬質部Ａと軟性シー
ス部材６ｂからなる手元側軟性部Ｂを持ち、第１シース
部材５内に進退自在に配置されている。第２シース部材
６の先端側硬質部Ａを構成する中空パイプ部材６ａは第
１シース部材５の後述する湾曲部８の曲げ弾性部よりも
硬質の曲げ弾性を有し、手元側軟性部Ｂはそれよりも柔
軟な密巻きコイル部材によって形成されている。第２シ
ース部材６内には処置手段としての上記処置部２を動か
す操作ワイヤ７が挿通されている。
【０００９】図２に示すように、上記シース部３におけ
る第１シース部材５の先端部付近には中心軸に対して所
定の角度θ

１
に湾曲させた湾曲部８が形成されている。

第１シース部材５において上記湾曲部８よりも先端側に
は上記処置部４の駆動機構部を覆うカバー部材９が設け
られている。
【００１０】尚、上記第２シース部材６としては図９に
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示すように、軟性シース６ｂの先端部に半田或いはろう
のコート１１を施し、この部分を先端側硬質部Ｃとし、
これよりも手元側部分を手元側軟性部Ｄとして形成する
ようにしたものでもよい。
【００１１】図４に示すように、上記第１シース部材５
の基端に設けられた操作部２は操作部本体１２を有し、
この操作部本体１２における先端１３に対し上記第１シ
ース部材５の基端が固定的に接続されている。第２シー
ス部材６の上記硬質部材に連結された連結部材としての
手元側軟性部Ｂの密巻きコイル部材は操作部本体１２内
に導かれ、その操作部本体１２に配置されている湾曲操
作スライダ１４に接続されている。上記操作ワイヤ７は
操作部本体１２に配置されている処置部操作スライダ１
５に接続されている。
【００１２】そして、処置部操作スライダ１５は操作ワ
イヤ７を押し引きして上記処置部４を駆動する第２の操
作手段を構成し、処置部操作スライダ１４は第２シース
部材６を押し引きして第１シース部材５内を進退させる
第２の操作手段を構成している。
【００１３】図４に示すように、湾曲操作スライダ１４
をＸ方向（先端方向）に移動させると、これに連結して
いる第２シース部材６がｘ方向に移動し、また、湾曲操
作スライダ１４をＹ方向に移動させると、第２シース部
材６はｙ方向に移動して第２シース部材６の硬質部Ａが
第１シース部材５の湾曲部８からずれる退避方向に後退
する。
【００１４】また、操作部本体１２には湾曲操作スライ
ダ１４よりも後方の部位にねじ部１６が設けられてお
り、このねじ部１６にはリング形状のストッパ１７が螺
合されている。そして、ストッパ１７は湾曲操作スライ
ダ１４を後退させたとき、処置部操作（作動）スライダ
１５に接触しないように規制している。ねじ部１６にス
トッパ１７を螺合させてあるため、そのストッパ１７の
位置を変え、湾曲操作スライダ１４の規制位置を変更で
きる。
【００１５】上記操作部２についてさらに説明を加え
る。図４～図６に示すように、操作部本体１２には軸方
向に沿ってすり割状の案内溝２１が設けられている。図
５に示すように、操作部本体１２に嵌合される湾曲操作
スライダ１４の内側には径方向に２分割された湾曲操作
スライダ固定部材２２，２３が設けられ、両固定部材２
２，２３の間には第２シース部材６の後端部分を係合接
続するための第２シース接続溝２２ａ，２３ａが設けら
れている。
【００１６】さらに、両固定部材２２，２３の一端部に
は雄ねじ部２２ｂ，２３ｂが設けられ、この雄ねじ部２
２ｂ，２３ｂがいずれも湾曲操作スライダ１４の内周面
に設けられた雌ねじ部１４ａと螺合されて両固定部材２
２，２３が締付け固定されている。また、両固定部材２
２，２３には上記案内溝２１内に突出する凸部２２ｃ，
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２３ｃが設けられていて、凸部２２ｃ，２３ｃを案内溝
２１に係合させることにより湾曲操作スライダ１４を操
作部本体１２の軸方向に案内するようになっている。
【００１７】操作部本体１２に嵌合される処置部操作ス
ライダ１５の内側には径方向に２分割された処置部作動
スライダー固定部材３１，３２が設けられ、両固定部材
３１，３２の間には操作ワイヤ７の後端部に固定された
ワイヤ固定部材３３と係止する係合溝３１ａ，３２ａが
設けられている。さらに、両固定部材３１，３２の一端
部には雄ねじ部３１ｂ，３２ｂが設けられ、この雄ねじ
３１ｂ，３２ｂが処置部操作スライダ１５の内周面に設
けられた雌ねじ１５ａと螺合されて固定されている。
【００１８】また、図６の（ｂ）に示すように、両固定
部材３１，３２には上記案内溝２１内に突出する凸部３
１ｃ，３２ｃが設けられ、凸部３１ｃ，３２ｃを案内溝
２１に係合させることにより、処置部操作スライダ１５
を操作部本体１２の軸方向に案内するようになってい
る。尚、操作部本体１２の後端には指掛けリング３４が
設けられている。
【００１９】次に、上記構成の作用について説明する。
図７に示すように、湾曲操作スライダ１４を図４のＸ方
向に移動させると、これに連結している第２シース部材
６がｘ方向に移動し、硬質部Ａが第１シース部材５の湾
曲部８の方へ移動する。硬質部Ａは第１シース部材５の
湾曲部８の曲げＷの弾性力よりも大きいので、ｘ方向に
徐々に移動させると、湾曲部８の曲げＷがＸ

１
の方向へ

角度θ
２
が戻っていき、最終的には図８に示すように、

湾曲部８が直線になる。
【００２０】また、この状態から、湾曲スライダ１４を
Ｙ方向に移動させると、第２シース部材６の硬質部Ａが
第１シース部材５の湾曲部８の部分からずれていくた
め、第１シース部材５の湾曲角が元のθ

１
の角度に戻っ

ていく。
【００２１】以上より、湾曲操作スライダ１４をＸ，Ｙ
の方向に移動させることにより、第１シース部材５の湾
曲部８の湾曲角を任意の角度に調整することができる。
湾曲角を調整後に処置部操作スライダ１５を操作し、処
置部４を操作する。
【００２２】上記構成では、中心軸に対して所定の角度
に湾曲させた湾曲部８を先端近傍に有する外側の第１シ
ース部材５と、湾曲部８の曲げ弾性力よりも大きい硬質
部を先端に有した内側の第２シース部材６の進退によ
り、上記湾曲部８を湾曲操作できるため、アングルワイ
ヤが弓状に張り出すことがなく湾曲操作でき、管腔内へ
の選択的挿入が容易になる。また、片手で操作が行える
ため、湾曲調整を迅速に行うことができる等の効果を奏
する。加えて、湾曲部８の湾曲角を任意の位置で固定可
能なものであるため、管腔内の選択的挿入だけでなく、
接線方向からの組織へのアプローチを行う場合でも容易
にアプローチできるという効果がある。
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【００２３】（第２の実施形態）図１０及び図１１を参
照して本発明の第２の実施形態に係る内視鏡用処置具に
ついて説明する。ただし、前述した第１の実施形態と同
一構成部分は同一番号を付し、その説明を省略する。
【００２４】図１１に示すように、操作部本体１２には
案内溝２１に沿ってラチェット溝４１が設けられてお
り、このラチェット溝４１には湾曲操作スライダ固定部
材２２に配置されたラチェット固定具４２と噛み合うこ
とによりラチェット機構として働き、湾曲操作スライダ
１４を任意の位置に固定するスライダー固定機構４３を
構成している。
【００２５】上記スライダ固定機構４３のラチェット固
定具４２についてさらに説明する。図１１の（ｂ）に示
すように、湾曲操作スライダ固定部材２２にはラチェッ
ト溝４１に対向してねじ孔４６が設けられ、このねじ孔
４６にはこれに螺合されるねじ部４７ａを有する筒体４
７が設けられている。筒体４７内にはコイルばね４８に
よってラチェット溝４１の方へ付勢された係止部材４９
が進退自在に挿入されている。係止部材４９にはラチェ
ット溝４１に対して係脱自在な係止部４９ａが設けら
れ、係止部材４９をラチェット溝４１に対して係止する
ことにより湾曲操作スライダ１４を任意の位置で固定で
きるようになっている。
【００２６】尚、本発明は前述した各実施形態に限定さ
れるものではなく、他の形態にも適用可能である。ま
た、前述した説明によれば、以下に列挙する事項のもの
が得られる。
【００２７】（付記）
１．中心軸に対して所定の角度に湾曲させた湾曲部が先
端近傍に有する第１の管部材と、上記第１の管部材の湾
曲部の先端側に位置して処置手段を設けると共に、上記
第１の管部材内に、上記処置手段を操作するための操作
ワイヤ及び上記第１の管部材の湾曲部の曲げ弾性よりも
大きい硬質の部分を先端部に有した第２管部材を設け、
上記第２の管部材は上記第１の管部材の湾曲部の湾曲角
を制御する湾曲角制御手段により操作されていることを
特徴とした内視鏡用処置具。
【００２８】２．上記第２の管部材は、上記第１の管部
材の内部に進退自在に挿通されると共に、上記処置手段*
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*を操作する操作ワイヤを挿通したことを特徴とする第１
項に記載の内視鏡用処置具。
【００２９】
【発明の効果】本発明によれば、片手でも操作が行え、
かつ管腔内への選択的挿入性を向上させた内視鏡用処置
具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡用処置具
全体の外観概略図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡用処置具
の先端湾曲部の概観図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡用処置具
の第２のシース部材の先端部分の縦断面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡用処置具
の操作部の概観図である。
【図５】（ａ）は本発明の第１の実施形態を示す内視鏡
用処置具の湾曲操作スライダ部分の縦断面図、（ｂ）は
（ａ）のＧ－Ｇ線に沿う断面図である。
【図６】（ａ）は本発明の第１の実施形態を示す内視鏡
用処置具の処置部操作スライダ部分の縦断面図、（ｂ）
は（ａ）のＨ－Ｈ線に沿う断面図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡用処置具
の湾曲部の湾曲時の概略図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡用処置具
の湾曲部の直線時の概略図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡用処置具
の他の第２のシース部材の先端部の縦断面図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係る内視鏡用処置
具の外観概略図である。
【図１１】（ａ）は図１０中I－I線に沿う部分の断面図
であり、（ｂ）はその湾曲操作スライダのラチェット固
定具の断面図である。
【図１２】従来の内視鏡用処置具の概観図である。
【符号の説明】
１…内視鏡用処置具、２…操作部、３…シース部、４…
処置部、５…第１シース部材、６…第２シース部材、Ａ
…先端側硬質部、Ｂ…手元側軟性部、７…操作ワイヤ、
８…湾曲部、１２…操作部本体、１４…湾曲操作スライ
ダ、１５…処置部操作スライダ。
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